
 
 

県内都市の将来像を審議する第２０２回群馬県都市計画審議会を開催します。 

 

群馬県では、県内都市の将来像を決定するため、都市計画区域区分、都市計画道路の決定・

変更等の審議を行う「都市計画審議会」を開催しています。 

 以下の日程により審議会を開催しますので、傍聴を希望される方は、審議会当日の午後１時１５

分までに群馬県庁２９階 第１特別会議室までお越しください。 

 

1. 開催日時 ： 令和６年２月２９日（木) 午後１時３０分 開会 

2. 開催場所 ： 群馬県庁２９階 第１特別会議室 

3. 審議議案 ：  ４議案を予定（詳細は別紙） 

4. 傍聴定員 ：  5名 

※傍聴者は原則先着順に決定しますが、午後１時１５分の時点において傍聴希望者が定員を超えてい

る場合は抽選となります。また、午後１時１５分までに来場されない場合、傍聴できませんので御注意く

ださい。 

なお、審議議案について群馬県都市計画審議会が当日に非公開と決定した場合には傍聴できませ

んので、あらかじめ御承知おきください。 

 

 

 

  
 

 

 

令和６年２月１５日 

県土整備部都市計画課 

景観形成係 丸山・青山 

電話：027-226-3658 内線：3658 

（前回の審議状況） 



（別紙） 

 

第１号議案 太田都市計画区域区分の変更（上小泉北西地区の決定）について 

本地区は、太田・大泉工業団地に近接しており、国道 354 号と国道 122 号の結節点に位置

する交通利便性が高い地区である。群馬県の都市計画区域マスタープランでは、産業拠点とし

て位置づけられ、大泉町都市計画マスタープランでは、新たな企業誘致等に対応するため、新産

業拠点候補地として位置づけられています。 

今回、民間事業者による工業用地造成が確実となったことから、おおむね 10 年以内に優先的

かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に編入するものです。 

 

第２号議案 館林都市計画区域区分の変更（館林大島地区ほか１地区の決定）について 

①館林大島地区：面積約６２.７ha 

本地区は、群馬県が定める東毛広域都市計画圏都市計画区域マスタープランでは産業

拠点に位置付けられており、館林市都市計画マスタープランでは、新たな企業誘致等に対応

するため、機能の向上やエリアの拡大を検討する区域として位置付けられています。 

今回、公的機関による工業団地造成の実施が確実となったことから、おおむね 10 年以

内に優先的、かつ、計画的に市街化を図るべき地区として市街化区域に編入するものです。 

 

②明和大輪中工業団地地区：面積約１９．８ha 

本地区は、群馬県が定める東毛広域都市計画圏都市計画区域マスタープランでは産業

拠点に位置づけられており、明和町総合計画及び明和町都市計画マスタープランでは、地

域経済の発展と雇用の確保を図るとともに、町の財政基盤を強化させるため、自然環境に配

慮しながら、将来性のある企業の誘致に向けた工業基盤の整備に努めることとしています。 

今回、公的機関による工業団地造成の実施が確実になったことから、おおむね 10 年以内

に優先的、かつ、計画的に市街化を図るべき地区として市街化区域に編入するものです。 

 

第３号議案 館林都市計画工業団地造成事業の決定（館林大島地区の決定）について 

本地区は、主要地方同館林藤岡線の沿線に位置し、また東北自動車道館林インターチェンジ

から北へ4kmと高速交通網へのアクセス性に優れた区域です。 

当該地区は、昭和45年5月25日付け首都圏整備法に基づく都市開発区域の指定を受けてお

り、首都圏における計画的工業配置と均衡ある地域社会の発展に寄与するべく、都市計画事業

として工業団地を造成しようとするものです。 

 

第４号議案 伊勢崎都市計画道路の変更（３・４・６４号萩原下武士線の変更）について 

３．４．６４号萩原下武士線については、近年の社会経済情勢や土地利用などの変化による市

の目指すべき都市像との整合を図るべく、まちづくりの基盤となる都市計画道路について、未整

備区間を対象に必要性及び実現性の検証を行った結果、現道の一般県道綿貫篠塚線が機能を

代替可能である一部区間を廃止するものです。 

 

既決定：L=約１，９２０ｍ、W＝１６ｍ ２車線 

変更後：L=約  ３７０ｍ、W=１６ｍ ２車線 



【参考】「群馬県都市計画審議会」（設置の根拠：都市計画法第７７条） 

群馬県都市計画審議会は、都市計画法の規定に基づき設置された審議会で、主に県が都市計

画を定める場合に、その内容について調査審議する機関です。 

都市計画は、将来の都市の姿を決定することになるため、都市計画を定めるときは、行政機関だ

けではなく、学識経験者や議会の議員、国の機関及び市町村の長などで構成される本審議会の

調査審議を経ることとなっています。 

『群馬県都市計画審議会』 http://www.pref.gunma.jp/pege/11474.html 

 


